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情報通信審議会議事規則第５条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定により、平成

１６年１月１３日付け情審通第５号で公告された接続約款の変更案に関し、別紙の通り意

見を提出します。  
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別紙 

ソフトバンクＢＢ株式会社 

 

 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種 
指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する再意見 

 
 
１．ＤＳＬ回線設置手続費はもっと低く設定すべき 
 ＤＳＬ回線設置手続費は、現接続約款において「電話サービス契約約款に規定する契約

料に相当する額」と規定されています。しかし、電話サービスの契約料は新規に電話に加

入する場合の契約料であるのに対して､ＤＳＬ回線設置手続費はすでに加入している電話

サービスに対する追加的なサービスに対する手続費であり加入電話の新規顧客登録と言っ

た主たる手続きに比べてはるかに簡易な手続きにかかる費用です。従って、実際にはＤＳ

Ｌ回線設置手続費は、電話サービスの契約料に比べて低く設定されるべきものと考えます。 
  
２．局内光ファイバは効率よく設置するとともに､接続料算定方法を見直すべき 
局内光ファイバの接続料は、ＮＴＴ東日本は現行の 368 円から 475 円と約３０％の値上

げ案、ＮＴＴ西日本は現行の 325 円から 373 円と約１５％の値上げ案、となっています。

この理由は、「芯線使用率が低下（ＮＴＴ東日本では平成 14 年 9 月末：88.7%→平成 15 年

9 月末：66.3%、ＮＴＴ西日本では平成 14 年 9 月末：91.8%→平成 15 年 9 月末：75.9%）

した」ためとされています。しかし、実際の理由は芯線使用率の低下によるものではなく、

芯線あたりのコストが高い２芯ケーブルを多用することによるものと思われますので、次

の点を明確にして頂きたいと考えます。 
① ２芯ケーブルが多用されているが、芯線あたりのコストが安い複数芯ケーブルを設

備するべきではないのか。 
② ケーブルのコストは大部分が工事費であり、２芯ケーブルであっても複数芯ケーブ

ルであっても大差がないと思われるところ、「物品費及び取付費」は、ＮＴＴ東日本

が２芯ケーブルで 58,165 円・３２芯ケーブルで 314､562 円、ＮＴＴ西日本が２芯ケ

ーブルで 59,451 円・３２芯ケーブルで 302,202 円とされており芯線数による開きが

大き過ぎる。物品費と取付費は、別計し、取付費の算出方法は効率よく工事を行っ

た場合の工事費をベースとして算出するように見直すべきではないか。 
 

以上 


